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私たち税理士法人中央青山は、全世界148カ

国に13万人のスタッフを擁する世界最大級の

会計事務所プライスウォータハウスクーパー

ス(PwC)の日本におけるメンバーファームで

す。日本最大級のタックスアドバイザーとして、

公認会計士、税理士等約350人のスタッフから

成る専門家集団であり、そのうち約80名が金

融部に所属しています。  

PwCのグローバルネットワークの価値を最大

限に活用しつつ、日本を拠点として世界を舞

台に事業展開される企業にValue for Money

としてご満足をいただけるサービスを提供する

ことが私たちの理念です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本Tax Newsでご紹介するのは、一般的な事例を前

提としておりますので、個別案件への応用またはよ

り専門的な案件の取引への取組に際しましては、是

非私どもの金融部を皆様の良きパートナーとしてご

利用下さい。 
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役員給与役員給与役員給与役員給与にににに関関関関するするするする平成平成平成平成18181818年度税制改正年度税制改正年度税制改正年度税制改正    
 
 
 

既報の通り、平成18年度税制改正において、役員に対して支給す

る給与の税務上の取り扱いが見直されました。本ニュースレターで

は、役員給与に関する改正の概要をご紹介します。 
 
 
 
 

1. 改正改正改正改正のののの内容内容内容内容 

 

従来、役員に対する給与に関しては、定期に同額ずつ支給する給

与（定期同額給与）以外の給与は、役員賞与として取り扱うこととさ

れていたため、税務上損金の額に算入することはできませんでし

た。しかし、平成18年度税制改正により、役員に対して支給する給

与の損金算入に関する制度が改正され、下記の3種類の役員に対

する給与について損金の額に算入することができるようになりまし

た。 
 

a. 定期同額給与：支給時期が 1 月以下の一定の期間ごとで、そ

の支給時期における支給額が同額である給与 

 

b. 事前確定届出給与：役員の職務につき所定の時期に確定額

を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で、支給の定め

の内容について事前に所轄税務署長に届出がなされたもの 

 

c. 利益連動給与：業務執行役員に対して支給する法人の事業年

度の利益に関する指標を基礎として算定される給与のうち、同

族会社に該当しない法人によって支払われること、算定方法

が会社法に規定する報酬委員会等により決定され、証券取引

法に規定する有価証券報告書等により開示されていること

等、一定の要件を満たすもの 



 (2) 

なお、上記の3種類の給与以外の役員に対する給与は原則として、税務上損金の額に算入されません。また、

従来と同様、過大と認められる役員給与に関しては、税務上損金の額として取扱うことができません。 
 
 

2. 事前確定届出給与事前確定届出給与事前確定届出給与事前確定届出給与におけるにおけるにおけるにおける届出届出届出届出についてについてについてについて 
 

事前確定届出給与は、所轄税務署長にその内容等を事前に届け出ることにより、その届出を行った範囲で

税務上損金として処理することが認められます。以下、届出期限、届出事項に関するその概要を説明いたし

ます（定期同額給与、利益連動給与に関して所轄税務署長に届け出る必要はありません）。 
 

a. 届出期限 

 

届出期限については、 (i)当該給与に係る職務執行を開始する日と(ii)会計期間開始の日から3月(保険会社

の場合には4月)を経過する日のいずれか早い日とされています。なお、経過措置として、法施行日以後最初

に開始する事業年度については上記のいずれか早い日が施行日から3月(保険会社の場合には4月)を経過

する日以前となる場合には、届出期限は施行日から3月(保険会社の場合には4月)を経過する日となります。

ただし、役員給与の支給額・支給時期が職務開始日までに定められていないものは事前確定届出給与の対

象外となります。 
 

b. 届出事項 

 

事前確定届出給与に関し、届出すべき事項は次の通りです。 

(a) 支給対象者の氏名及び役職名 

(b) 支給時期及び各支給時期ごとの支給金額 

(c) 支給時期及び支給金額を定めた日並びにその定めを行った機関等 

(d) 支給対象者が職務の執行を開始する日 

(e) 定期同額給与としない理由及び(b)の支給時期とした理由 

(f) 事前確定届出給与以外の給与を支給する場合には、支給時期及び各支給時期における各支

給金額 

(g) 当該支給対象者に対して直前の会計期間において支給した給与がある場合は、支給時期及

び各支給時期における支給金額 

(h) 当該事業年度における他の役員に対する給与の支給時期及び各支給時期における支給金

額 

(i) その他参考となるべき事項 
 

 

これまで役員賞与として損金不算入とされた金額のうち一部について事前確定届出給与として損金算入可

能となる部分が発生する可能性もありますが、個別案件の検討に際しましては慎重な対応が必要となります

ので、税務アドバイザーにご相談されることをお勧めいたします。 



 (3) 

 

よりよりよりより詳詳詳詳しいしいしいしい情報情報情報情報につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては下記担当者下記担当者下記担当者下記担当者にごにごにごにご連絡連絡連絡連絡くださいくださいくださいください。。。。 
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